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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートに画像を形成する画像形成部と、
　原稿画像を読み取る読取手段を有し、前記画像形成部に固定される画像読取部と、
　前記画像読取部の上部に位置して前記画像読取部に原稿を給送する原稿給送部と、
　前記原稿給送部を前記画像読取部に対して開閉可能な状態で支持し、前記画像読取部と
は独立して前記画像形成部に固定されるヒンジ機構と、
　前記画像形成部に固定される前記画像読取部と、前記画像形成部に固定される前記ヒン
ジ機構が支持する前記原稿給送部との、該原稿給送部の原稿給送方向に対する相対位置決
めを行う位置決め手段と、を備えた、
　ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記位置決め手段は、前記ヒンジ機構と前記画像読取部とのいずれか一方に設けられる
突起と、前記ヒンジ機構と前記画像読取部との他方に設けられて前記原稿給送方向に前記
突起と嵌合する嵌合孔部とを有している、
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記突起と前記嵌合孔部は、前記原稿給送部が前記ヒンジ機構により開かれる際に、前
記突起に沿って相対移動可能である、
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像形成装置。
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【請求項４】
　前記嵌合孔部は、上下方向に沿った縦長の嵌合孔である、
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記ヒンジ機構は、前記原稿給送部が開かれる際に前記画像読取部から離れる方向に撓
む、
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、装置本体の上部に画像読取装置と原稿給送装置とを重ねて備えた画像形成装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、シートに画像を形成する画像形成部を有する装置本体と、装置本体の上部に設け
られた画像読取部としての画像読取装置と、ヒンジ機構によって画像読取装置に開閉自在
に設けられて画像読取装置に原稿を給送する原稿給送装置とを備えた画像形成装置がある
。画像読取装置は、原稿給送装置によって自動的に給送された原稿を読み取り、その画像
情報を画像形成部に送るようになっている。画像形成部は、画像読取装置からの画像情報
に基づいて、シートに原稿の画像を複写するようになっている。
【０００３】
　図１１、図１２、図１３は、従来のヒンジ機構１の図である。画像読取装置２は、装置
本体３の骨格を形成しているフレーム３ａに取り付けられている。画像読取装置２の後部
２ａには、ヒンジ台４がビス５ａ，５ｂによって固定的に取り付けられている。ヒンジ台
４の上部には、ヒンジ６の一方のヒンジ片６ａが取り付けられている。ヒンジ６のもう一
方のヒンジ片６ｂには、原稿給送部としての原稿給送装置７が取り付けられている。
【０００４】
　しかし、このヒンジ機構１は、ヒンジ６を中心にして、原稿給送装置７を画像読取装置
２に対して回動して開くと、原稿給送装置７の荷重がヒンジ６を固定している画像読取装
置２の後部２ａに集中して加わることになる。このため、画像読取装置は、構造を強固に
する必要があった。
【０００５】
　そこで、画像読取装置の後部に加わる荷重を少なくした画像形成装置が特許文献１に開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－５１９０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１に記載の画像形成装置は、原稿給送装置の自重によって発生する画
像読取装置の前後方向のモーメントがリーダに多少なりとも加わるため、その分、構造を
強固にしなければならないという解決すべき課題があった。
【０００８】
　本発明は、画像読取部に原稿給送部の荷重が加わることのない画像形成装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の画像形成装置は、シートに画像を形成する画像形成部と、原稿画像を読み取る
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読取手段を有し、前記画像形成部に固定される画像読取部と、前記画像読取部の上部に位
置して前記画像読取部に原稿を給送する原稿給送部と、前記原稿給送部を前記画像読取部
に対して開閉可能な状態で支持し、前記画像読取部とは独立して前記画像形成部に固定さ
れるヒンジ機構と、前記画像形成部に固定される前記画像読取部と、前記画像形成部に固
定される前記ヒンジ機構が支持する前記原稿給送部との、該原稿給送部の原稿給送方向に
対する相対位置決めを行う位置決め手段と、を備えた、ことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の画像形成装置は、原稿給送部の荷重が、画像読取部に加わることがない。した
がって、本発明の画像形成装置の画像読取部は、原稿給送部を支持できるように強固な構
造にする必要がない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】画像形成装置のシート搬送方向に沿った概略断面図である。
【図２】図１のＢ－Ｂ矢視断面概略図であり、画像読取装置の上面を原稿給送装置によっ
て閉めた断面概略図である。
【図３】図２の状態から原稿給送装置を画像形成装置の奥側に起こして、画像読取装置の
上面を開いた断面概略図である。
【図４】ヒンジ機構を図２の矢印Ｊ方向から見た図である。
【図５】図４のヒンジ機構の拡大図である。
【図６】図３に対応する外観図である。
【図７】図２のヒンジ機構を矢印Ｊ方向から見たヒンジ機構の分解斜視図である。
【図８】ヒンジ機構の分解斜視図である。
【図９】図４の位置決め機構の拡大図である。
【図１０】位置決め機構の突起と長孔との係合状態を示す拡大図である。
【図１１】従来のヒンジ機構を奥側で情報斜め上に見た図であり、本体のカバーを外した
図である。
【図１２】図１１のヒンジ機構の拡大図であり、本体のカバーを外した図である。
【図１３】従来のヒンジ機構を図１１の矢印Ｃ方向から見たヒンジ機構の外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態の画像形成装置を図面に基づいて説明をする。
【００１３】
　図１は、画像形成装置のシート搬送方向に沿った概略断面図である。画像形成装置１０
は、装置本体１０Ａと、画像読取部としての画像読取装置１１と、原稿給送部としての原
稿給送装置１２とを備えている。原稿給送装置１２は、原稿Ｄを画像読取装置１１の原稿
読取部の上部のプラテンガラス１３の上面に自動的に搬送した後、原稿排紙トレイ２７に
自動的に排出するようになっている。画像読取装置１１は、原稿給送装置１２によって自
動的に送り込まれて搬送されている原稿を読取手段としての発光読取部１４によって照射
してその反射光を順次読み取り（流し読みして）、その画像情報をデジタル信号としてレ
ーザスキャナ１５に送る。
【００１４】
　装置本体１０Ａは、画像読取装置１１からの画像情報に基づいて、シートＰに原稿の画
像を複写するようになっている。なお、装置本体１０Ａは、外部のファクシミリやパソコ
ン等から送られてくる画像情報もシートに形成することができるようにもなっている。ま
た、原稿給送装置１２は、後述するヒンジ機構３０によって、画像読取装置１１に対して
開閉自在に設けられている。画像読取装置１１は、ユーザによって、原稿給送装置１２を
矢印Ｍ（図３）方向に起こされて回動したとき、プラテンガラス１３の上面が開かれて、
プラテンガラスに原稿を載置できるようになっている。画像読取装置１１は、ユーザによ
ってプラテンガラス１３に原稿が載置されて、原稿給送装置１２を手前側（矢印Ｎ方向、
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図３）に回動して倒され、プラテンガラス１３が閉じられると、原稿を読み取る（固定読
みする）ことができる。
【００１５】
　画像形成装置１０の装置本体１０Ａの下部には、各種サイズのシートＰを収納した複数
のシートカセット１６（図には１つだけ示して他は省略）が装着されている。搬送ローラ
１７は、シートカセット１６からシートを送り出して、画像形成部１８の感光ドラム１９
に送るようになっている。感光ドラム１９は、予め、レーザスキャナ１５のレーザ光を照
射されて、潜像を形成され、その潜像がトナー現像されてトナー画像として形成される。
トナー画像は、感光ドラム１９からシートに転写されて、定着器２０によって定着される
。
【００１６】
　シートは、片面に画像を形成されて両面に形成する必要が無い場合、排出ローラ対２１
によって、胴内トレイ２２に排出される。シートは、両面に画像を形成される必要がある
場合、スイッチバック搬送によって裏返しにされて、再送パス２３を搬送され、再度、画
像形成部１８へ送り込まれる。画像形成部１８でシートは、他方の面にトナー画像を転写
され、そのトナー画像を定着器２０で定着されて排出ローラ対２１から胴内トレイ２２に
排出される。なお、シートは、シートカセット１６からの給送のみならず、マルチトレイ
２４からも給送されるようになっている。
【００１７】
　以上のように、画像形成装置１０は、シートに画像を形成する画像形成部１８を有する
装置本体１０Ａと、装置本体の上部に設けられた画像読取装置１１と、画像読取装置の上
に位置して前記画像読取装置に原稿を給送する原稿給送装置１２と、を備えている。そし
て、原稿給送装置１２は、２つのヒンジ機構３０によって、画像読取装置に対して開閉可
能な状態で装置本体１０Ａに連結支持されている。
【００１８】
　次に、ヒンジ機構３０を図２乃至図１０に基づいて説明をする。
【００１９】
　図２は、図１のＢ－Ｂ矢視断面概略図であり、画像読取装置の上面を原稿給送装置によ
って閉めた断面概略図である。図３は、図２の状態から原稿給送装置を画像形成装置の奥
側に起こして、画像読取装置の上面を開いた断面概略図である。図４は、ヒンジ機構を図
２の矢印Ｊ方向から見た図である。図５は、図４のヒンジ機構の拡大図である。図６は、
図３に対応する外観図である。図７は、図２のヒンジ機構を矢印Ｊ方向から見たヒンジ機
構の分解斜視図である。図８は、ヒンジ機構の分解斜視図である。図９は、図４の位置決
め機構の拡大図である。図１０は、位置決め機構の突起と長孔との嵌合状態を示す拡大図
である。
【００２０】
　なお、図１は、ユーザが画像形成装置１０を使用するため、画像形成装置に向き合って
立つ側から見た図である。図２において、画像形成装置のユーザが立つ側を手前側とし、
画像形成装置の奥行後方を奥側とする。画像形成装置の奥行方向をＺ軸とし、図１におい
て左右方向をＸ軸とし、図１の上下方向をＹ軸とする。
【００２１】
　ヒンジ機構３０は、画像形成装置１０の装置本体１０Ａを形成しているフレーム２５に
ねじ３１ａとナット３１ｂとによって固定された方形状のヒンジ台３２を有している。ヒ
ンジ台３２は、画像読取装置１１の奥側の背後に位置しているが、画像読取装置１１に取
り付けられていないで、独立してフレーム２５に設けられている。ヒンジ台３２の上面３
２ａは、Ｚ軸とＸ軸とで形成された水平な面に形成されている。
【００２２】
　ヒンジ台３２には、ヒンジ３３によって原稿給送装置１２が取り付けられている。ヒン
ジ３３は、下ヒンジ片３３ａ、上ヒンジ片３３ｂ、及び連結軸３３ｃで構成されている。
【００２３】



(5) JP 5767193 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

　ヒンジ台３２の水平な上面３２ａには、ヒンジ３３の一方の下ヒンジ片３３ａがねじ３
４ａとナット３４ｂとによって固定されている。ヒンジの他方の上ヒンジ片３３ｂは、原
稿給送装置１２の奥側にビス３５によって取り付けられている。１対のヒンジ片３３ａ，
３３ｂは、Ｘ軸と平行な向きの連結軸３３ｃによって連結されている。上ヒンジ片３３ｂ
は、下ヒンジ片３３ａに対して、Ｙ軸とＺ軸で形成される面に沿った矢印Ｍ，Ｎ方向に回
動するようになっている。連結軸３３ｃは、奥側に位置している。このため、ヒンジ３３
は、上ヒンジ片３３ｂの手前側端部が下ヒンジ片３３ａに対して開閉する状態で回動する
ようになっている。ヒンジ片３３ａ，３３ｂは、Ｘ軸に沿った断面形状がＵ字状に形成さ
れて、互いに開口部が向き合って、上ヒンジ片３３ｂが下ヒンジ片３３ａを覆うような配
置関係になっている。すなわち、下ヒンジ片３３ａは、上ヒンジ片３３ｂに入り込んだ配
置関係になっている。
【００２４】
　ヒンジ台３２の手前側で、かつ装置本体１０Ａと原稿給送装置１２との上下方向（Ｙ軸
方向）の間には、画像読取装置１１が位置している。画像読取装置１１も装置本体のフレ
ーム２５に不図示のビスによって固定されている。
【００２５】
　したがって、原稿給送装置１２はヒンジ台３２を介して画像読取装置１１を介さずに装
置本体１０Ａのフレーム２５に固定されている。このため、画像読取装置１１はフレーム
２５に直接固定されていることになり、原稿給送装置１２と画像読取装置１１とは、夫々
独立して装置本体１０Ａのフレーム２５に固定され、直接、なんら固定されていない。
【００２６】
　このような構成で、画像読取装置で原稿を固定読みするとき、図２の画像読取装置１１
を原稿給送装置１２が閉じた状態から、ユーザが図３の原稿給送装置１２を矢印Ｍ方向に
起こして回動すると、画像読取装置１１のプラテンガラス１３の上面が解放される。
【００２７】
　このとき、原稿給送装置１２の荷重は、上ヒンジ片３３ｂ、連結軸３３ｃ、下ヒンジ片
３３ａ及びヒンジ台３２を介して装置本体１０Ａのフレーム２５に加わる。原稿給送装置
１２と画像読取装置１１は、夫々独立してフレーム２５に固定されて、直接、互いに連結
されていないので、原稿給送装置が起きた状態において原稿給送装置の荷重が、従来と異
なって、画像読取装置１１の後部（奥側）１１ａに加わることがない。このため、画像読
取装置１１の構造を強固な構造にする必要が無く、画像読取装置１１の構造を簡単にする
ことができて、画像読取装置１１の薄型化、軽量化及びそれらによる低コスト化が可能に
なる。
【００２８】
　また、画像読取装置１１に原稿を固定読みさせるため、原稿給送装置１２を矢印Ｍ方向
に起こしたとき、図３に示すように、上ヒンジ片の天部３３ｄが、下ヒンジ片の後端３３
ｅに当接して、原稿給送装置１２が必要以上に後方へ傾かないようにしている。このため
、ユーザが原稿給送装置１２を勢い良く起こしたとき、上ヒンジ片の天部３３ｄが下ヒン
ジ片の後端３３ｅに勢いよく当接して、下ヒンジ片３３ａが取り付けられているヒンジ台
３２に後方への回転モーメントが加わることがある。しかし、ヒンジ台３２と画像読取装
置１１は、分離されているので、この回転モーメントは、画像読取装置１１に加わること
がなく、画像読取装置の構造をユーザの使い勝手に応じて強固にする必要が無い。
【００２９】
　ところで、原稿給送装置１２と画像読取装置１１は、夫々独立してフレーム２５に固定
されており、互いに分離されて何ら連結されていないが、Ｘ軸方向の相対位置関係は、正
確に決めておかないと、画像読取装置の原稿読み取り精度が低くなることがある。
【００３０】
　画像読取装置で原稿を流し読みするとき、図１において、原稿Ｄは、Ｘ軸に沿った矢印
Ｆ方向に給送されて、画像読取装置１１の移動を停止した発光読取部１４の上を通過する
ようになっている。このとき、原稿がプラテンガラス１３から浮き上がっていると画像読
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取装置１１が、原稿を正確に読み取ることができない。このため、原稿の浮き上がりを押
えるため、案内部材２６が原稿給送装置１２に設けられている。この場合、案内部材２６
と発光読取部１４との所定の相対位置関係にずれがあると、画像読取装置１１は、案内部
材２６が押えていない原稿の浮き上がった部分を読み取り、原稿を正確に読み取ることが
できないことがある。
【００３１】
　したがって、原稿給送装置１２と画像読取装置１１との、原稿給送装置１２の原稿給送
方向（Ｘ軸方向）の相対位置関係を正確に決める位置決め手段としての位置決め機構４０
がヒンジ機構３０のヒンジ台３２と画像読取装置１１との間に設けられている。
【００３２】
　位置決め機構４０は、画像読取装置１１の後部（奥側）１１ａに突設された突起４１と
、ヒンジ機構３０のヒンジ台３２に形成されて突起４１の原稿給送方向（矢印Ｆ方向、Ｘ
軸方向）の側部４１ａに嵌合する嵌合部としての長孔４２とで構成されている。
【００３３】
　突起４１は、原稿給送装置１２の原稿給送方向（Ｘ軸方向）とヒンジ機構３０が原稿給
送装置１２を支持する方向（Ｙ軸方向、上下方向）とに交差する方向（Ｚ軸方向）に突設
されている。すなわち、突起４１（図２、図３）は、画像読取装置１１の後部（奥側）１
１ａからさらに奥側に延びている。図１０の長孔４２は、ヒンジ機構３０が原稿給送装置
１２を支持する方向（Ｙ軸方向、上下方向）に沿った縦長の嵌合孔である。嵌合孔部とし
ての長孔４２の上下方向に沿った少なくとも一方の縁４２ａは、突起４１の原稿給送方向
の側部４１ａに嵌合するようになっている。
【００３４】
　なお、突起４１は、少なくとも画像読取装置の後部１１ａとヒンジ機構３０のヒンジ台
３２との一方に形成され、長孔４２は他方に形成されていればよく、その形状は図１０に
示すように十字では無く、円ボス形状でもよい。
【００３５】
　位置決め機構４０は、突起４１と長孔４２とを互いに挿入させて、突起４１の側部４１
ａと長孔４２の縁４２ａとを嵌合させることによって、原稿給送装置１２と画像読取装置
１１との原稿給送方向（Ｘ軸方向）の相対位置を決めることができる。原稿給送装置１２
との相対位置決めをされた画像読取装置１１は、装置本体１０Ａに固定される。
【００３６】
　この結果、位置決め機構４０は、原稿給送装置１２と画像読取装置１１とを、直接、互
いに固定することなく、原稿給送装置１２と画像読取装置１１との相対位置決めをするこ
とができる。
【００３７】
　これによって、画像読取装置１１の、原稿給送装置１２によって給送される原稿の読み
取り精度を向上させることができる。
【００３８】
　また、位置決め機構４０は、突起４１と長孔４２とによって、原稿給送装置１２の荷重
が加わる垂直方向（Ｙ軸方向）に対して、直交する水平方向（Ｘ軸方向）の位置決めをし
ている。このため、原稿給送装置１２の荷重が画像読取装置１１に加わることがないよう
になっている。
【００３９】
　しかも、原稿給送装置１２を矢印Ｍ方向（図３）に開いて回動したとき、ヒンジ台３２
が画像読取装置１１から逃げる方向（離れる方向）に撓むことがある。このような場合で
あっても、ヒンジ台３２とともに長孔４２が、突起４１に沿って移動するだけであるので
、画像読取装置になんら外力が加わることがない。
【００４０】
　このため、位置決め機構４０を設けたからといって、画像読取装置１１の構造を強固な
構造にする必要が無く、画像読取装置１１の構造の簡素化や、画像読取装置１１の薄型化
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【００４１】
　さらに、突起４１が、水平に延びているので、原稿給送装置１２をヒンジ機構３０によ
って装置本体１０Ａに取り付けた状態で、原稿給送装置１２と装置本体１０Ａとの上下方
向の間に画像読取装置１１をＺ軸方向に挿入したり抜き取ったりすることができる。これ
によって、画像読取装置１１を原稿給送装置１２に関係なく、容易に、装置本体１０Ａに
取り付け、取り外しを行うことができる。
【００４２】
　なお、画像読取装置１１の上下方向（Ｙ軸方向）の位置決めは、画像読取装置の座面と
装置本体のフレーム２５との座面で突き当て位置決めしている。さらに、左右ヒンジ台３
２のうちの一方のヒンジ台３２を固定しているねじ３４ａの貫通孔３６の直径をねじ３４
ａの太さより大きめにしてある。これは、Ｘ軸とＺ軸とで形成される平面における、画像
読取装置１１と原稿給送装置１２との相対位置関係において、原稿給送装置１２を、Ｙ軸
を中心に回転微調整して行えるようにするためである。
【符号の説明】
【００４３】
　Ｄ：原稿、Ｐ：シート、Ｘ軸：原稿給送方向、Ｙ軸：原稿給送装置を支持する方向、１
０：画像形成装置、７：原稿給送装置（原稿給送部）、１０Ａ：装置本体、１１：画像読
取装置（画像読取部）、１１ａ：画像読取装置の後部、１２：原稿給送装置、１４：発光
読取部（読取手段）、１８：画像形成部、３０：ヒンジ機構、３２：ヒンジ台、３３：ヒ
ンジ、３３ａ：下ヒンジ片、３３ｂ：上ヒンジ片、３３ｃ：連結軸、４０：位置決め機構
（位置決め手段）、４１：突起、４１ａ：原稿搬送方向の側部、４２：長孔（嵌合孔部）
、４２ａ：長孔の上下方向に沿った縁。

【図１】 【図２】
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